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仙
台
市
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

仙
台
市
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

仙
台
市
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例 

第
一
条
中
「
及
び
第
十
五
項
」
を
「
か
ら
第
十
六
項
ま
で
」
に
、「
調
査
研
究
活
動
」
を
「
調
査
研
究
そ
の
他
の
活

動
」
に
、「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
） 

 

第
五
条 

政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
会
派
及
び
交
付
対
象

議
員
は
、
政
務
活
動
費
を
必
要
経
費
（
政
務
活
動
（
会
派
又
は
議
員
が
行
う
市
政
の
課
題
及
び
市
民
の
意
思
を
把

握
し
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
活
動
そ
の
他
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
を
い
う
。
第
十
条

第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
資
す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
を
い
う
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）
以
外
に
充
て

て
は
な
ら
な
い
。 

一 

調
査
研
究
費 

会
派
又
は
議
員
が
行
う
市
政
に
関
す
る
調
査
研
究
活
動
及
び
調
査
委
託
に
要
す
る
経
費 

二 

研
修
費 

会
派
又
は
議
員
が
開
催
す
る
研
修
会
、
講
演
会
等
の
実
施
に
要
す
る
経
費
及
び
団
体
等
が
開
催
す

る
研
修
会
、
講
演
会
等
へ
の
会
派
又
は
議
員
の
参
加
に
要
す
る
経
費 

三 

会
議
費 

会
派
又
は
議
員
が
開
催
す
る
各
種
会
議
に
要
す
る
経
費
及
び
団
体
等
が
開
催
す
る
各
種
会
議
、
会

合
へ
の
会
派
又
は
議
員
の
市
政
に
関
す
る
調
査
研
究
等
の
た
め
の
参
加
に
要
す
る
経
費 

四 

要
請
・
陳
情
活
動
費 

会
派
又
は
議
員
が
行
う
国
等
へ
の
要
請
及
び
陳
情
活
動
に
要
す
る
経
費 

五 

資
料
作
成
費 

政
務
活
動
に
必
要
な
資
料
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費 

六 

資
料
購
入
費 

政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
図
書
、
資
料
等
の
購
入
に
要
す
る
経
費 

七 

広
報
広
聴
費 

イ 

会
派
又
は
議
員
が
行
う
活
動
及
び
市
政
に
関
す
る
政
策
等
を
市
民
に
報
告
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費 

ロ 

会
派
又
は
議
員
が
行
う
活
動
及
び
市
政
に
関
す
る
政
策
等
に
対
す
る
市
民
か
ら
の
要
望
及
び
意
見
の
聴
取

並
び
に
市
民
相
談
等
の
活
動
に
要
す
る
経
費 

八 

人
件
費 

政
務
活
動
を
補
助
す
る
者
の
雇
用
に
要
す
る
経
費 

九 

事
務
所
費 

政
務
活
動
の
た
め
の
事
務
所
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す
る
経
費 

十 

事
務
費 

政
務
活
動
に
要
す
る
事
務
経
費 

第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
第
七

項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
、「
調
査
研
究
活
動
の
」
を
「
政
務
活
動
の
」
に
、「
調
査
研
究
活
動
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報
告
書
」
を
「
政
務
活
動
報
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
調
査
研
究
活
動
報
告
書
（
第
十
二
条
」
を
「
政
務

活
動
報
告
書
（
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
使
途
の
透
明
性
の
確
保
） 

第
十
三
条 

議
長
は
、
収
支
報
告
書
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
等
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
促
す
と
と
も
に
、

そ
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
仙
台
市
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ

れ
て
い
る
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

理 

由 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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